
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

こまめに手洗
て あ ら

い 

感
かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

の基
き

本
ほん

は手
て

洗
あら

い

です。石
せっ

けんを使
つか

ってていね

いに手
て

を洗
あら

いましょう。 

バランスのとれた食事
し ょ く じ

 

バランスよく栄養
えいよう

をとること

は、ウイルスに負
ま

けない健
けん

康
こう

な

体
からだ

をつくるためにとても大
たい

切
せつ

です。好
す

きなものばかり食
た

べず

に、いろいろなも

のをバランスよく

食
た

べるようにしま

しょう。 

たっぷり睡眠
すいみん

 

体
からだ

が疲
つか

れているときは、抵
てい

抗
こう

力
りょく

が弱
よわ

まり、ウイルスに感染
かんせん

しやすくなります。疲
つか

れをとる

ためには、体
からだ

を休
やす

めることが

大
たい

切
せつ

です。寝
ね

ている

間
あいだ

に体
たい

力
りょく

が回
かい

復
ふく

し、

ウイルスと戦
たたか

う抵
てい

抗
こう

力
りょく

が 高
たか

ま り ま

す。 

衣服
い ふ く

の調節
ちょうせつ

 

ストレスは体
からだ

の抵
てい

抗
こう

力
りょく

を弱
よわ

めます。体
からだ

を冷
ひ

やすことは、

体
からだ

にとってストレスになり

ます。気
き

温
おん

に合
あ

わせて、 

こまめにぬいだり、 

着
き

たりして、調
ちょう

節
せつ

 

しましょう。 

しっかり運動
うんどう

 

外
そと

で遊
あそ

んで体
たい

力
りょく

をつけること

は、抵
てい

抗
こう

力
りょく

を高
たか

めるためにとて

も大
たい

切
せつ

です。これから寒
さむ

い季節
き せ つ

になりますが、寒
さむ

いからといっ

て暖
あたた

かい部
へ

屋
や

でじっとしてい

たら、抵
てい

抗
こう

力
りょく

が 

落
お

ちてしまい 

ます。 

部屋
へ や

の換気
か ん き

 

かぜにかかっている人
ひと

がせき

やくしゃみをすると、1回
かい

あた

り数
すう

万
まん

から数
すう

十
じゅう

万
まん

のウイルス

が鼻
はな

や口
くち

から飛
と

び出
だ

すといわ

れています。窓
まど

やドアを対角
たいかく

線 上
せんじょう

に開
あ

けて、空
くう

気
き

の通
とお

り道
みち

を作
つく

りましょう。 

 
 
 

 

 

 

 

 

● 裏面に、「出席停止扱いとなる疾病名および出席停止期間」を載せています。学校での蔓延を防ぐた

め、裏面の感染症と診断されたら、早めに学校へ連絡してください。（病院の診断書はいりません） 

● インフルエンザがと診断されたときは、次のことも合わせてお知らせください。 

・発症した日（発熱などインフルエンザの症状が出始めた日） 

・ウイルスの型（「Ａ型」、「Ｂ型」など） 

・主治医からの指導内容（学校を休む期間など） 

令和５年１１月１３日 

宇部市立藤山小学校 

保健室 

インフルエンザなどの感染症
かんせんしょう

に気
き

をつけよう！ 

インフルエンザがはやっています。また、先週
せんしゅう

は、インフルエンザのほかに、咽頭
い んとう

結膜熱
けつまくねつ

やアデノウイ

ルス感染症
かんせんしょう

、溶連
ようれん

菌
きん

感染症
かんせんしょう

などの感染症
かんせんしょう

にかかった人
ひと

がいました。 

次
つぎ

のことに気
き

をつけて、感染症
かんせんしょう

を予防
よ ぼ う

しましょう。 

おうちの方へ（お願い） 



出席停止扱いとなる疾病名および出席停止期間（学校保健安全法施行規則第１９条参照） 

種類 疾病名 出席停止期間 

第１種 （＊） 治癒するまで 

第２種 

インフルエンザ 
発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を
経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、または、5 日間の適正な抗
菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻疹
ま し ん

（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日
を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 

風疹 発しんが消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後 2 日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１
日を経過するまで 

結核 
病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 
病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと認めるまで 

第３種 

コレラ 

病状により学校医その他の医師において感染のおそ
れがないと認めるまで 

細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス 

パラチフス 

流行性角結膜炎（はやり目） 

急性出血性結膜炎 

そ
の
他 

溶連菌感染症 

マイコプラズマ感染症 

アデノウイルス感染症 （「その他の感染症」は、山口県医師会の統一的な基準による） 

  

＊第１種・・・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ

病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群

及び特定鳥インフルエンザ 
 

≪出席停止期間の算定の考え方≫ 

「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という

現象がみられた日の翌日を第１日として算定する。 

ただし、第２種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のお

それがないと認められる場合についてはこの限りではない。 


